
放課後ボール広場 
 

この事業は、市民の皆さまが安全にグラウンドを

利用できるよう開放するものです。 

以下の事項を守ってご利用ください。 
 

〇利用について 
・利用前に受付簿へ記入してください。（日付と利用人数をお願いしま

す。） 

・占有利用（団体による独占利用）はできません。譲り合って利用し

てください。 

・管理者の指示がある場合は必ず従ってください。 
 

〇利用可能な時間・エリア・活動 
・１５時～１６時３０分（専用利用のない指定日） 

・利用は外野芝生エリア（内野グラウンドには入らないでください） 

・キャッチボール、サッカー（パス、ドリブル程度）等の軽スポーツ、

その他、危険を伴わない自由なボール遊び  

※試合形式での占有利用は禁止します。 
 

〇禁止事項 
・硬式球の使用 

・バットを使用したフリーバッティング（危険防止のため） 

・スパイクの使用 

・他の利用者に危険を及ぼす行為 

・フェンス・設備への故意の衝撃・破損行為 

・ゴミの放置 

・飲酒・喫煙 

・ペットを連れてのご利用 
 

〇その他 
・事故・けが等については自己責任を原則とします。 

・未就学児のご利用の際は、必ず保護者が付き添ってください。 

・危険と判断される場合は利用を中止することがあります。 

・雨天時および雨天後でグラウンド状態が不良の場合は中止します。 
 

指定管理者 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 


